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住まいの形・ライフスタイルに着目したプランです。 

補償内容もお客様のニーズやマンションライフにあわせて
合理的な保険料設計ができるよう各種特約をご用意いたしております。

マンション専用の料率（全国一律の料率です）を用意しました。
住まいの形・・・マンションの戸室および戸室に収容された家財が保険の対象となります。

上層階にお住まいのご家族は・・・ご希望により「水災」の補償をとりはずすことができます。（「水災不担保特約」をセットします） 

マンションとは、建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根、
小屋根（最上階のはりを含む）および外壁のすべてが不燃材料または準不燃材料で造られた建物のことをいいます。 
＊コンビニ・店舗等住居専用でない部分が含まれるマンションの場合は、同一建物内に10以上の戸室があり、それらの合計床面積が建物の総
床面積の50％を超えていることが条件となります。 
＊マンション1棟全体を保険の目的とする場合や、分譲マンションの共用部分のみを保険の目的とする場合は、別途、弊社または取扱代理店に
お問い合わせください。 

そのほかにも以下の特約等をご用意しております。 

不担保特約をセットすることにより、お支払いいただく保険料は割安になります。 

さらにマンションライフにありがちなリスクに対応した補償をセットすることもできます。 

ご契約金額の設定はシンプルです。

残存物取片付け費用保険金不担保特約
残存物取片付け費用保険金をお支払いの対象と
しない特約です。 

臨時費用保険金不担保特約
臨時費用保険金をお支払いの対象としない特約
です。 

給排水管修理費用保険金支払方法変更特約
給排水管の凍結や目詰まりによって生じた損害のうち、凍
結による損害のみをお支払の対象とする特約です。 

防犯装置設置費用担保特約

ドアロック交換費用担保特約

個人賠償責任等担保特約

加害事故法律相談費用担保特約

日常生活で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり
して法律上の損害賠償を負担しなければならないとき損
害賠償金をお支払いします。さらに、従来の補償に加えて、
あらたに受託品の補償が追加されました。 

建物に不法侵入を伴う犯罪行為（警察署に届け出たもの）
が発生し、その後、防犯装置を設置するために要した費
用（当社の認めた費用に限ります）を保険金として1回
の事故につき20万円を限度にお支払いします。 

（上記防犯装置設置費用担保特約とセットでおつけい
ただきます。）日本国内で建物のドアの鍵の盗難にあっ
た場合、ドアロック（ドアの錠）の交換に必要な費用を1
回の事故につき3万円を限度にお支払いします。 

日常生活で、他人にけがをさせたり、他人の物を壊したり
して法律上の損害賠償責任について弁護士の法律相談
を受け、当社の同意を得て法律相談料を負担した場合に
保険金をお支払いします。（１回の相談につき１万円およ
び１回の被害につき５万円を限度とします。） 

建物の場合

家財の場合
＊マンションには専有部分と共用部分があり、専有部分の延床面積を基準にご契約金額の設定をいたします。 
　なお、専有部分の範囲は、規約等により「上塗基準」と「壁真基準」があります。また、共用持分も保険の対象とすることができます。 
＊保険価額（新価）とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額のことをいいます。 

専有延床面積
建物標準評価済保険価額（新価）＊

世帯主の年齢・家族構成 家財標準評価済保険価額（新価）＊ 家財ご契約金額

建物ご契約金額
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